
公 募 要 領 

 

１．事業名 令和３年度若手映画作家等の育成事業 

 

２．事業目的 

映画・映像の振興に向けた取組の充実を図るため、将来を担う優れた若手映画作家等の育成をもっ

て日本映画の活性化に資する。 

 

３．事業内容 

  若手映画作家等に本格的な映画製作に必要な技術・知識の習得の機会を集中的に設けるとともに学

んだ技術・知識を実際の短編映画作品等の製作を通して実践する場や映画製作者や映画関係の教育機

関等との連携体制の下、学生等をインターンシップとして製作現場での実践的な実習等の機会の提供

を与える等、次の（１）及び（２）の事業を実施する。 

（１）短編映画製作等を通じた若手映画作家人材育成 

ア）育成対象作家の選定 

   芸術家、芸術団体及び各種映画祭等に事業に関する告知を行い、優れた若手映画作家を公募の上、

育成対象となる若手映画作家を選定する。 

イ）製作ワークショップセミナー 

   選定された育成対象作家に対し、本格的な映像製作技術と作家性を磨くために必要な知識や技術

を継承するためのワークショップを実施する。 

ウ）映画製作活動の実地研修 

   映画製作に関する指導助言を適切に行うことができる体制を作り、育成対象作家４人以上に映画

製作の実地研修を行う。なお、令和３年度はデジタル撮影による実地研修を行うこととする。 

エ）発表機会の確保 

   完成した作品の上映会等を開催するなど映画製作会社の関係者等に対し周知を行うことで、育成

対象作家が映画作家としてデビューする機会の確保を図る。 

オ）フォローアップの実施 

   平成１８年度から実施している本事業の実地研修経験者に対して、研修後の活動内容等について

の追跡調査を行う。なお、過去の調査結果等については、国立国会図書館に所蔵されている事業報

告書にて閲覧可とする。 

   

（２）学生のインターンシップを通じた映画スタッフ人材育成 

ア）事業の周知及び募集 

  年間を通した映画制作会社への学生受入れ及び教育機関への推薦学生の募集を図るため、事前説 

明会を実施するとともに、ＨＰ等で情報発信を行う。 

 （参考）ＵＲＬ：https://vipo-cinema-intern.jp/ 

イ）面談等を通じた実習現場の選定 

  インターンシップ実習現場として適当である製作現場（地方を含む）を選定するとともに、候補 

学生と指導教官、製作現場における指導責任者、指導担当者との面談等を設定しマッチングを行う。 

ウ）製作現場での実習 



  学生に製作会社の指揮監督の下で、製作会社スタッフ及び制作スタッフから作品製作過程等を実 

習させる。事務局は、製作現場の視察や実習状況・実習環境を確認するなど、事業が円滑に実施で 

きているかどうか随時情報収集を行う。 

エ）検討委員会の開催と事後指導の実施 

  検討委員会を開催し、製作現場での実習結果について報告するとともに、教育機関や職能団体が 

中心となって、学生に対して製作現場での実習経験に基づき、課題等を指導する。 

オ）フォローアップの実施 

   本事業の過年度参加者に対して、参加後の進路状況や活動内容等の追跡調査を行う。 

 

４．公募範囲 

  令和３年度若手映画作家等の育成事業に係る業務 

  映画作家の公募・選定、製作ワークショップセミナー、映画製作活動の実地研修、上映会等の開催、

追跡調査、事業周知及び募集、実習現場の選定及び実習、事後指導、検討委員会の開催、その他実施

に必要な事項 

 

５．企画競争に参加する者に必要な資格に該当する事項 

（１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 

   なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者 

は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。  

（２）文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

（３）その他 

① 定款、寄附行為又はこれらに類する規約等を有すること 

②  法人等の意思を決定し、執行する組織が確立されていること 

③ 自らを経理し、監査する等会計組織を有すること 

④ 法人活動の本拠としての事務所を有すること 

 

６．参加表明書の提出 

  参加表明書の提出は不要とする。 

 

７．企画提案書の提出方法等 

（１）企画提案書の提出先、企画競争の内容を示す場所並びに問合せ先 

   〒１００－８９５９  

   東京都千代田区霞が関３－２－２ 

   文化庁参事官（芸術文化担当）付映画振興係 

    ＴＥＬ：０３－５２５３－４１１１（内線２０８３） 

    ＦＡＸ：０３－６７３４－３８１５ 

     e-mail：media@mext.go.jp 
（２）提出書類 

  ①組織の代表者名で、本件に対する応募の意思を明確に示す書面 

②企画提案書（様式１～３） 

  ③事業実施主体の体制、財政基盤及びこれまでの実績を明らかにする資料（様式任意） 



   （例 定款の写し、組織図、賃貸借対照表、収支決算書、類似の事業の事業報告書等） 

④誓約書 

⑤審査基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」における認定等又は内閣府 

男女共同参画局長の認定等相当確認通知がある場合は、その写し 

  ⑥その他必要と思われる資料 

（３）企画提案書の提出方法 

  ①上記提出書類①～⑥を一つのＰＤＦファイルとし、電子メールに添付して提出すること。 

  ②ＰＤＦの原稿サイズはＡ４サイズとすること。 

③ファイル名は冒頭に競争参加者の団体名を記載する形で、提案する事業が（１）か（２）かがわ

かるように「（団体名）令和３年度若手映画作家等の育成事業（１）企画提案書」または「（団体

名）令和３年度若手映画作家等の育成事業（２）企画提案書」とすること。 

④送付するメールの件名は「（提出）令和３年度若手映画作家等の育成事業企画提案書」とするこ

と。 

  ⑤その他 

   ・企画提案書に関する事務連絡先（照会先）を明記すること。 

・企画提案書は、日本語で作成すること。また、金額は日本国通貨を単位として作成すること。 

   ・企画提案の内容については、他の企画・提案等からの引用・転載を禁止する。 

   ・提出後の書類の差し替え、変更、追加等は一切認めない。 

（４）企画提案書の提出期限等 

   提出期限：令和３年３月４日（木）１３時必着 

   提出先： media@mext.go.jp 

（５）その他 

・企画提案書等の作成費用については、選定結果にかかわらず企画提案者の負担とする。 

・７．（３）の提出メール受信後、担当係から到着確認の返信を行うが、もし上記提出期限を経

過しても返信がない場合は、７．（１）に問い合わせを行うこと。 

 

８．企画提案書募集に関する質問の受付 

  質問は、下記により受け付ける。 

   受付先：７．（１）に同じ 

   受付期間：令和３年３月３日（水）１７時まで 

   なお、競争参加者からの質問等にはホームページ等を通じて等しく周知する。 

 

９．採択数及び積算見込 

採 択 数：２件 

  積算見込額： （１）短編映画製作等を通じた若手映画作家人材育成：１億３，３００万円 

        （２）学生のインターンシップを通じた映画スタッフ人材育成：３，３００万円 

（積算する際の目安とすること） 

 

10．選定方法等 

（１）選定方法 



   選定委員会において、提出された提案書類にて書類選考を実施する。 

（２）審査基準 

    別途定めた審査基準のとおり。 

（３）選定結果の通知 

    選定終了後、１０日以内に全ての提案者に選定結果を通知する。 

 

11．誓約書の提出等 

（１）本企画競争に参加を希望する者は、企画提案書の提出時に、暴力団等に該当しない旨の別添の誓 

約書を提出しなければならない。 

（２）前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、 

当該者の企画提案書を無効とするものとする。 

（３）前２項は、支出負担行為担当官が誓約書の提出を要しないと認める場合は適用しない。 

 

12．契約締結 

選定の結果、契約予定者と企画提案書をもとに契約条件を調整するものとする。なお、契約金額に

ついては業務計画書の内容を勘案して決定するものとするので、企画提案者の提示する金額と必ずし

も一致するものではない。また、契約条件等が合致しない場合には契約締結を行わない場合がある。 

 

※ 国の契約は、契約書を締結（契約書に契約の当事者双方が押印）したときに確定することとなる

ため、契約予定者として選定されたとしても契約書締結後でなければ事業に着手できないことに十

分留意してください。なお、再委託先がある場合は、この旨を再委託先にも十分周知してください。 

 

13．スケジュール 

  ①公募開始    令和３年２月９日（火） 

  ②企画書提出〆切 令和３年３月４日（木） 

  ③審査      令和３年３月初旬頃 

  ④選定及び事業計画書の提出 

           令和３年３月中旬頃 

  ⑤契約締結    令和３年４月上旬頃 

  ⑥契約期間    契約締結日から業務完了日又は令和４年３月３１日のいずれか早い日まで 

 

※ 契約書締結後でなければ事業に着手できないので、企画提案書作成に当たっては、事業開始日に 

 柔軟性を持たせた上で作成する必要があることに十分留意してください。なお、再委託先がある場合 

は、この旨を再委託先にも十分周知してください。 

 

14．その他 

（１）事業実施に当たっては、契約書、企画提案書、及び文化庁委託業務実施要領等を遵守すること。 

（文化庁委託業務実施要領：https://www.bunka.go.jp/qa/pdf/92790301_01.pdf） 

（２）事業実施に当たっては、文化庁と十分な連絡調整を図り、契約書等に定めのない事項がある場 

  合、又は疑義が生じた場合には、文化庁担当官の指示に従うこと。 

（３）文化庁が必要と認めるときは、締結する契約等に基づく手続の上、本事業に係る経費の一部又は



全部を概算払いすることができる。 

（４）決定した企画内容等については、文化庁及び各選定委員の意見により変更を求めることがある。 

（５）本事業で製作した作品の著作権については、締結する契約に基づき処理するものとする。 

（６）本企画公募は、令和３年度予算の成立を前提に行うものであり、予算の成立状況によっては、契

約金額、スケジュール等を変更する場合がある。 

 

〔契約締結に当たり必要となる書類〕 

選定の結果契約予定者となった場合、契約締結のため、停滞なく以下の書類を提出いただく必要があ

りますので、事前の準備のほどよろしくお願いいたします。なお、再委託先がある場合は、再委託先に

も周知願います。 

・業務計画書（委託業務経費内訳を含む） 

・再委託に係る業務委託経費内訳 

・委託業務経費（再委託に係るものを含む）の精算根拠資料（謝金単価表、旅費支給規程、見積書等） 

・銀行振込依頼書 

  ・その他必要と思われる資料 
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